
 

 

令和７年度 飯綱病院職員採用試験実施要綱 

〔看護師〕 

 

飯綱町立飯綱病院理念 

       ◇地域のみなさまの生命を守り、みなさまと共に保健予防活動を推進します。 

       ◇救急からリハビリまで、一貫した質の高い確かな医療を提供します。 

       ◇病院をこよなく愛し「和」をもって、さわやかな魅力ある病院を目指します。 

 

１ 試験の区分及び採用予定人員数並びに給与 

試験区分 
採用予定 

人  数 

給      与 

初任給 手  当 

看護師 若干名 
258,500 円（大学卒） 

253,100 円（短大３卒） 

通勤、期末・勤勉、扶養、住居、

特殊勤務等条例による 

※ 給与は飯綱町一般職の職員の給与に関する条例、医療職給料表（三）による 

※ 額は現在の額で、人事院勧告等に基づき給与条例が改正され、給与額が改定されることがあります。 

 また、他の職場で勤務経験がある人の初任給は、上記の給料月額に経験(前歴)分を加算し決定します。 

この他、給与条例の定めるところにより諸手当が支給されます。 

 

２ 受験資格（資格、年齢及び欠格事項） 

（１）資格及び年齢 

  ① 看護師、保健師のいずれかの免許をお持ちの方（本年度末までに国家試験にて当該免許取得見込の 

方を含む） 

② 通勤可能な方 

③ 初歩的なパソコン操作ができる方 

  ④ 昭和 45 年４月２日以降に生まれた方〔年齢制限理由：長期勤続によるキャリア形成のため〕 

 

（２）欠格事項（次のいずれかに該当する人は（１）の要件を満たしていても受験できません。） 

① 日本の国籍を有しない人 

② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

③ 飯綱町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること 

  を主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した人 

 

３ 試験の日程等 

（１）試験の日時及び場所 

区分 一次試験日 二次試験日 応募締切（必着） 

個別試験 令和８年１月 25 日（日） 令和８年２月上～中旬 令和８年１月９日（金） 

 

① 一次試験日程   受 付     ８：４５～ ９：００ 

          日程説明等    １５分程度 

看護師適正検査  ５０分 

休  憩     １０分程度 

性格特性検査   ２０分 終了後解散 

 



 

 

 

 

② 二次試験日程   受  付    １２：４５～１３：００ 

          日程説明等   １０分程度 

          作  文    ５０分 

          休  憩    １５分程度 

          面  接    １４：１５～（他職種の受験者含め順次個別面接、終了後解散） 

    ※一次試験・二次試験ともに、正式な日程（時間割）については受験者に個別に通知します。 

③ 試験会場   飯綱病院内（別途お知らせします。） 

（２）試験結果発表 

 試験結果は、試験後に郵送で合否を通知します。通知の時期については、試験の際にお伝えします。 

 

４ 受験手続 

（１）受験申込書類 

  ① 受験申込書 

  ② 有資格者は免許証の写し（Ａ４版) 

    （資格取得見込の方は卒業見込証明書並びに成績証明書） 

（２）申し込み方法 

受験申込書に必ず本人が必要事項を記入し、必要書類を添えて、飯綱町立飯綱病院総務係に持参提出 

するか、書留等確実な方法により郵送してください。 

   提出後の採用試験申込書は、飯綱町個人情報保護条例に基づき適正に保管します。 

（３）受付時間及び場所 

受付時間  平日（土・日・祝日は除く）の午前８時 30 分から午後５時まで 

受付場所  飯綱町立飯綱病院総務係 

      〒389-1211 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼 2220 

      電話 026-253-2248 FAX 026-253-6973 

（４）申込受付期間終了後、受験票等通知いたします。 

 

５ 採用決定から採用まで 

（１）令和８年４月採用予定。 

   なお、この採用は地方公務員法第 22 条第１項の規定による条件付き採用であり、条件付きで採用され 

た時から起算して６か月の間に、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となります。 

   この期間においてその職務が良好な成績でないと判断された場合は正式採用とならない（免職となる） 

  場合があります。 

（２）採用決定を受けた方が、法第 33条の規定に該当する行為その他公務員となるのにふさわしくない行為 

を採用日前に行った場合は、採用されません。 

（３）試験申込書の記載事項に事実と異なる内容を記載した場合は、合格又は採用の取消しすることがありま

す。 

（４）採用決定を受けた場合であっても、「受験資格」に掲げる資格又は免許を取得する見込みである方が当該 

免許又は資格を取得できなかったときは、採用されません。 

 

６ その他 

   ご不明な点は飯綱町立飯綱病院総務係までお問い合わせください。 

〒389-1211 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼 2220 

   電話 026-253-2248 FAX 026-253-6973 


